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介護保険事業計画（第７期） 

 

１ 基本的な考え方 

 

介護保険事業計画（第７期）では、第６期計画から本格的に取り組んだ在宅医療介護

連携や、平成 28 年４月からスタートした介護予防・日常生活支援総合事業などといっ

た地域包括ケアシステムの構築に向けた取組を継承しつつ、団塊の世代全員が 75 歳以

上の高齢者となる平成 37 年（2025 年）を見据えて、今までの取組をさらに推進し

ていくことが求められています。 

一方、介護サービス利用者もあわせて年々増加しています。介護サービス利用者の増

加は保険料にも影響します。このため、より一層、適正な給付等による介護保険制度の

持続可能性を高めていくことが強く求められています。 

そこで、第７期計画においては、「地域包括ケアシステムの深化・推進」と「介護保

険制度の持続可能性の確保」の 2 点を基本的な考え方として、各施策に取り組みます。 

高齢者が住み慣れた地域で、希望する介護・医療サービスや生活支援サービスを利用

しながら、安心して暮らし続けられる地域密着型のシステムづくりを進めます。また、

要介護度が重度になっても、在宅、あるいは必要となる施設において、地域とつながり

を持ちながら質の高いサービスが受けられるような環境づくりを目指し、地域包括ケア

システムのさらなる深化・推進を目指します。 

また、介護予防・日常生活支援総合事業や重度化防止に向けた取組を推進するととも

に、市民や関係者への介護保険事業の実施状況や制度のしくみなどの周知・啓発に努め、

制度への理解・協力を図り、介護保険制度の持続可能性の確保をしていきます。さらに

は、専門職や地域人材の育成を進める施策を推進することとあわせ、一人ひとりが介護

に関心を持って、取り組むことができる地域での支え合い、意識の醸成を推進すること

で、多くの高齢者が元気で暮らし続けることができる健康長寿のまちづくりを目指しま

す。 
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２ 地域密着型サービスの整備 

 

西東京市では、これまでも地域密着型サービスの展開を進め、身近な地域で暮らし

続けることができるよう整備に努めてまいりました。第７期計画においても、引き続

き地域密着型サービスの整備を推進していきます。 

具体的には、身近なところで介護サービスが利用できるよう、日常生活圏域等を勘

案し、地域密着型サービスを提供する事業者の参入誘致を推進します。 

また、利用者の状態や希望に応じながら「通い」を中心として、「訪問」や「泊まり」

を組み合わせたサービスを提供する小規模多機能型居宅介護サービスの充実や、定期

巡回・随時対応型訪問介護看護サービスの導入についても取り組みます。 

一方で、給付の適正化を図るため、こうした地域密着型サービスの指導検査体制も

強化していきます。 

 

 

   地域密着型サービスの整備状況（平成 29 年 10 月末現在） 

サービス名称 整備状況 

夜間対応型訪問介護 市内全域で 1 事業所 

認知症対応型通所介護 7 箇所（定員 120 人） 

小規模多機能型居宅介護 3 箇所（定員 83 人） 

認知症高齢者グループホーム 11 箇所（定員 179 人） 

地域密着型通所介護 34 箇所（定員 361 人） 

 

 

第７期計画の整備目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 小規模多機能型居宅介護または看護小規模多機能型居宅介護 

市内全域で 1 箇所整備 
 

・ 認知症高齢者グループホーム 

小規模多機能型居宅介護または看護小規模多機能型居宅介護との併設を

原則とし、市内全域で 1 箇所（2 ユニット）整備 
 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

市内全域で 1 箇所整備 
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※本ページは、素案ではありません。 

資料１ ＜第６期事業計画 平成27年度～平成29年度＞ 

 

圏域 年度 
夜間対応型 

訪問介護 

認知症対応型 

通所介護 

小規模多機能型 

居宅介護 

認知症高齢者 

グループホーム 

定期巡回・随時対 

応型訪問介護看

護 

設） 

北東

部圏

域 

現在 

現在 1 

市内全域で 1

事業所 

2 施設（24 人） ２施設（50 人） 8ユニット（72 人） 

現在 0 

各圏域に 

１箇所程度 

27 － － ― 

28 － ― ― 

29 － － － 

計 2 施設（24 人） 2 施設（50 人） 8ユニット（72 人） 

中部

圏域 

現在 2 施設（36 人） ― 4 ユニット（36 人） 

27 － ― ― 

28 ― ― ― 

29 ― ― ― 

計 2 施設（36 人） ― 4ユニット（36 人） 

西部

圏域 

現在 1 施設（12 人） 1 施設（25 人） 5ユニット（44人） 

27 ― ― ― 

28 － ― ― 

29 － ― ― 

計 1 施設（12 人） 1 施設（25 人） 5ユニット（44 人） 

南部

圏域 

現在 2 施設（48 人） ― 4ユニット（36 人） 

27  ― ― 

28 ― ― ― 

29 ― １施設（29 人） 2 ユニット（18 人） 

計 2 施設（24 人） １施設（29 人） 6ユニット（54 人） 

合計 

現在 

市内全域で１

事業所 

7 施設（120 人） 3 施設（75 人） 21ユニット（188 人） 

各圏域に 

１箇所程度 

27 ― ― ― 

28 ― ― ― 

29 ― 1 施設（29 人） 2 ユニット（18 人） 

計 7 施設（120 人） 4 施設（104 人） 23 ユニット（206 人） 

※年度欄の“現在”は、平成 26 年度までの計画達成値 

※平成 27～29 年度の数値は各年度の新規整備量 
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※本ページは、素案ではありません。 

資料２ ＜地域密着型通所介護の取扱い＞ 

平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間において、新規に地域密着型通所介護を西東京市で

申請する場合の事業所の住所については、西東京市の日常生活圏域のうち中部圏域（北原町、泉町、

住吉町、田無町、保谷町）と西部圏域（緑町、谷戸町、ひばりが丘、西原町、芝久保町）を設定圏域

としていましたが、第7期期間中は設定圏域を設けない予定です。 

 

圏域別事業所数及び定員数（平成 28 年 4 月） 

項目 北東部 中部 西部 南部 合計 

事業所数 13 8 7 11 39 

（類型別） 1 日型 6 

半日型 7 

1 日型 3 

半日型 5 

1 日型 3 

半日型 4 

1 日型 8 

半日型 3 

1 日型 20 

半日型 19 

定員数 142 86 72 123 423 

（類型別） 1 日型 59 

半日型 68 

1 日型 26 

半日型 63 

1 日型 30 

半日型 42 

1 日型 88 

半日型 35 

1 日型 203 

半日型 208 

 

圏域別事業所数及び定員数（平成 29 年 12 月） 

項目 北東部 中部 西部 南部 合計 

事業所数 12 8 7 8 35 

（類型別） 1 日型 6 

半日型 6 

1 日型 4 

半日型 4 

1 日型 3 

半日型 4 

1 日型 7 

半日型 1 

1 日型 20 

半日型 15 

定員数 127 92 72 80 371 

（類型別） 1 日型 64 

半日型 63 

1 日型 39 

半日型 53 

1 日型 30 

半日型 42 

1 日型 70 

半日型 10 

1 日型 203 

半日型 168 

 

圏域別の利用率（※折れ線は西東京市の方のみの利用率） 単位：％ 

 

※各月の最初の単位の利用率のみで計算（Ｈ28.9：Ｎ=37、Ｈ29.9：Ｎ=31） 


